
　城陽市水道事業給水条例及び同施行規程、城陽市公共下水道条例及び同施行規程、城陽市公共下水道使用料条例及び同施行規程、

下記①②の内容に同意の上、次のとおり申込みます。

① 使用者の個人情報は、城陽市個人情報保護条例に基づき適正に管理しますが、官公署等から法令等に基づく照会を受けた場合は

提供することがあります。

② 敷地内の給水設備は使用者の管理となります。開栓作業の結果生じる宅地内漏水は使用者の責任となりますので、蛇口の閉め忘

れ等にはご注意ください。

　城陽市水道事業給水条例及び同施行規程、城陽市公共下水道条例及び同施行規程、城陽市公共下水道使用料条例及び同施行規程が

契約の内容となります。内容については、城陽市ホームページをご覧ください。

※金融機関でのお手続きは必要ありません。

〒　　　　　　　　

※使用者を変更する場合は、下記の確認書を必ず確認の上、以下に記入してください。

○使用者の変更(名義変更)確認書

◇前使用者 氏　名

※使用者が変更となる理由

□死亡　　　□転出転居　　　□その他(　　　　　　　　)

※前使用者との続柄

　 □親子　　□配偶者　　　□その他親族等(　　　　　　　　)

届出者が使用者ではない場合は、上記の内容を確認の上、以下に署名してください。

◇届出者 住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　

電　話

　当該上下水道使用開始(開栓)申込書兼変更届に対して、前使用者または第三者からの異議
申し立てがあった場合は、私(届出者又は使用者)が責任を持って処理します。

【下記より変更する項目を選んでください】

□2．郵便物等送付先変更

□3．支払方法を口座振替制から納付書制へ変更

年　 月　 日年　 月　 日年　 月　 日

 備　考 確
　
認

《受付処理確認欄》

受
　
付

入
　
力

電　話

郵
便
物
等
送
付
先

□上記所在地と同じ（以下の記入は不要です。）
□上記所在地と異なる（以下に記入してください。）

住　所

方　書
(ﾏﾝｼｮﾝ名
など)

フリガナ

氏　名

電　話

届出日 　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

使用開始日 　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日
□1．使用者名義変更（確認書の同意が必要です）

使
　
用
　
者

所在地
〒610-01　　　

フリガナ

氏　名 　　

城陽市

方　書
(ﾏﾝｼｮﾝ名
など)

－
城陽市公営企業管理者　様

上下水道使用者等変更届
使用者番号

京都銀行 京都信用金庫
南都銀行 京都中央信用金庫
みずほ銀行 近畿労働金庫
りそな銀行 京都やましろ農協協同組合
三井住友銀行 京滋信用組合
関西みらい銀行 ゆうちょ銀行・郵便局

●口座振替制の変更について

①支払方法を納付書制から口座振替制に変更
②現在の振替口座を他の口座に変更

上記①②については、口座振替をされる金融機関でのお手続
きが必要です。
取扱金融機関に設置している「城陽市水道料金等預金口座振
替依頼書」を取扱金融機関に提出してください。

＜お支払い取扱金融機関＞


